
 

事 務 連 絡  

令和６年７月８日  

各都道府県バス協会  

   専務理事 殿 

                                     公益社団法人 日本バス協会 

業 務 部 

 

新紙幣発行に伴う路線バス等における運賃収受時の対応について 

 

 

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

令和６年７月５日付け事務連絡で国土交通省物流・自動車局より、新紙幣発行

に伴う路線バス等における運賃収受時の対応について要請がありました。 

このことについて、貴協会において、その旨了知されるとともに貴協会傘下 

会員に対し周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

公益社団法人日本バス協会 

業務部 川鍋・渡邊 

電話：03-3216-4014 

FAX：03-3216-4016 


